
  

 

 

協会規程第６号 

 

 

  令和５年７月 25 日 

 

 

                     軽自動車検査協会 

                      理事長 清谷 伸吾 

 

 

 

「軽自動車検査情報提供業務取扱規程」の一部改正について 

 

 

軽自動車検査情報提供業務取扱規程（平成 20 年３月 28 日協会規程第３号）

の一部を別紙新旧対照表のとおり改める。 

 

 

附 則 

この規程は、令和５年７月 25 日から施行する。 

ただし、第 31 号第２項の改正規程は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別紙 

軽自動車検査協会情報提供業務取扱規程 新旧対照表 

平成 20年３月 28日協会規程第３号 

令和５年７月 25日協会規程第６号 

新 旧 

軽自動車検査情報提供業務取扱規程 

平成 20年３月 28日 

協会規程第３号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 ～ 第 15条 （略） 

 

     第３章 承認情報提供機関 

（申請書の提出） 

第 16条 （略） 

 

（欠格条項） 

第 17条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第１項の規定による

申請をすることができない。 

一 （略） 

二 第 30条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から２年を

経過しない者 

三 （略） 

 

軽自動車検査情報提供業務取扱規程 

平成 20年３月 28日 

協会規程第３号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 ～ 第 15条 （略） 

 

第３章 承認情報提供機関 

（申請書の提出） 

第 16条 （略） 

 

（欠格条項） 

第 17条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第１項の規定による

申請をすることができない。 

一 （略） 

二 第 29条の規定により承認を取り消され、その取消しの日から２年を

経過しない者 

三 （略） 

 



別紙 

（承認基準等） 

第 18条 ～ 第 30条 （略） 

 

第４章 軽自動車検査情報の提供に係る料金 

（料金の納付） 

第 31 条 情報利用者は、第４条第３項の規定による委託をしたときは、第

18 条第３項第４号の料金を承認情報提供機関に納付しなければならな

い。ただし、別に定める者にあっては、この限りでない。 

２ 承認情報提供機関は、毎月、第４条第３項の規定により協会から提供

を受けた軽自動車検査情報に含まれる軽自動車の台数（１台の軽自動

車について２回以上提供を受けた場合は、その回数）の合計に１台あた

り 0.33 円を乗じた額に消費税相当額を加えて得た金額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を、翌月の 10 日（10 日

が休日の場合は、その翌日）までに協会に納付しなければならない。 

 

附 則 

１ ～ ６ （略） 

 

７ 協会は、情報利用者に対する軽自動車検査情報の提供の状況、情報

利用者による軽自動車検査情報の利用の状況、軽自動車検査情報の

提供に要する費用の状況その他の状況を考慮して、令和６年４月１日

から５年以内に、この規程を見直すものとする。 

 

（承認基準等） 

第 18条 ～ 第 30条 （略） 

 

第４章 軽自動車検査情報の提供に係る料金 

（料金の納付） 

第 31 条 情報利用者は、第４条第３項の規定による委託をしたときは、第

18条第３項第４号の料金を承認情報提供機関に納付しなければならな 

い。ただし、別に定める者にあっては、この限りでない。 

２ 承認情報提供機関は、毎月、第４条第３項の規定により協会から提供

を受けた軽自動車検査情報に含まれる軽自動車の台数（１台の軽自動

車について２回以上提供を受けた場合は、その回数）の合計に１台あた

り 0.22 円を乗じた額に消費税相当額を加えて得た金額（その額に１円

未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）を、翌月の 10 日（10 日

が休日の場合は、その翌日）までに協会に納付しなければならない。 

 

附 則 

１ ～ ６ （略） 

 

７ 協会は、情報利用者に対する軽自動車検査情報の提供の状況、情報

利用者による軽自動車検査情報の利用の状況、軽自動車検査情報の

提供に要する費用の状況その他の状況を考慮して、平成 31年４月１日

から５年以内に、この規程を見直すものとする。 

 



別紙 

附 則 〔令和５年７月 25日協会規程第６号〕 

この規程は、令和５年７月 25日から施行する。 

ただし、第 31 条第２項の改正規定は、令和６年４月１日から施行す

る。 

 


